
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R4年度 961 1,894 2,754 1,820 1,216 2,121 2,670 1,227 602 1,113 1,924 408 18,710

R3年度 1,428 1,940 2,576 1,318 1,001 1,926 2,718 1,733 762 540 488 222 16,652

増　減 -467 -46 178 502 215 195 -48 -506 -160 573 1,436 186 2,058

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R4年度 11 59 203 92 68 74 115 31 38 27 56 30 804

R3年度 33 55 172 58 45 76 133 72 38 16 2 5 705

増　減 -22 4 31 34 23 -2 -18 -41 0 11 54 25 99

使用料 学生以下…無料、一般…宿泊(一人一泊につき)９２０円・日帰り(一人一日につき)４６０円

　　次長（正職員１）─┬─事務員（非常勤職員１）
　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　｜―ボイラー技師（非常勤職員１）
　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　└─技術指導支援員（非常勤職員１）

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和４年度業務)

所在地

連絡先

指定期間公益財団法人鳥取県教育文化財団

鳥取県立大山青年の家 西伯郡大山町赤松明間原３１２-１施　設　名

施設所管課名

利用料金収入
　　　 (千円)

社会教育課

集団宿泊訓練を通じて青少年の健全な育成を図るものとする。

○鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例（以下「設置管理条例」という）第５条第１号に掲げる業務
　ア　施設設備の保守管理及び修繕
　イ　施設の保安警備、清掃等
○設置管理条例第５条第２号に掲げる業務
　ア　管理施設の利用許可、使用料の徴収等に関する業務
　　(ｱ)設置管理条例に基づく利用の許可
　　(ｲ)適正な管理に必要な利用者への措置命令及び施設からの退去命令
　　(ｳ)使用料の徴収
　　(ｴ)使用料の減免
　イ　その他管理施設の管理に必要な業務
　　(ｱ)管理施設の利用受付及び案内
　　(ｲ)施設の利用促進
○設置管理条例第５条第３号に掲げる業務
　受入事業・主催事業実施補助業務

平成31年4月1日～令和6年3月31日

担当：生涯学習推進担当　岡本
電話：０８５７－２６－７９４４

月曜日、国民の祝日（その日が土、日の場合は開所）、年末年始（１２月２９日から１月３日）

昭和54年1月6日設置年月日

利用者数 (人)

委託業務の内
容

管理体制

施設内容

○敷地面積：９５，５５９．００㎡
○建築面積(延)：３，９５９．６１㎡
○施設内容：屋内施設（研修室、オリエンテーション室、食堂、浴室、体育館、宿泊室）
　　　　　　屋外施設（キャンプ場、野外炊事棟、キャンプファイヤー場、芝の広場、カヌー倉庫）

午前８時３０分～午後５時１５分

休館日

　　正職員（常勤職員）：　１人、非常勤職員：３人　〔計　４人〕

指定管理者名

設置目的

開館時間

令和５年７月３日



５ 収支の状況 （単位：千円）

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

※適否を記入

支払い遅延等の有無

※業種・規模の要件あり

安全衛生推進者安全管理者と同じ

給与

501人～1,000人（３人選任）

3,001人以上（６人選任）
10人以上50人未満

安全衛生

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任

衛生推進者

-93

1,111

雑収入

産業医の選任

Ｒ３年度

2,001人～3,000人（５人選任）

収 　支 　差 　額 788

101

101

選任の要否：否　　選任状況：選任なし

事業外収
入

43,226収入

43,348計

事業収入
175

122

Ｒ４年度区　　　　　分

173

小　計

41,311

42,035

指定管理料 42,422

増　　減

629

268

21

シーツ料

体験活動費

456

小　計

1,191

21

労働時間

給与金額

休暇：年２０日

 事　業　費

自己申告及び使用者の現認

28

 

 

 

就業規則
任用条件通知書

201人～500人（２人選任）

所定労働時間

休暇：年１０日

選任の要否：否　　選任状況：選任なし

選任の要否：要　　選任状況：選任あり

休暇、休日の状況

※業種・規模の要件あり

無無

1,584

-198

1,414

確認項目

雇用契約
・

労使協定

有

支出

 人  件  費

計

 管理運営費

状況

 

労使協定の締結状況

就業規則

７時間４５分/日

安全管理者の選任

 

時間管理の手法

非常勤職員

有

就業規則の作成状況

労働条件の書面による提示

正職員

※規模の要件あり

適  

※幅がある場合は上限、下限を
記入

有有

規模（常時使用する労働者数）種別
全ての業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建
具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、
燃料小売業、旅館業、コルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

一般健康診断の実施

業種
産業医 50人以上

衛生管理者の選任

年1回実施

1,001人～2,000人（４人選任）

50人以上

全ての業種衛生管理者

※常時１０人以上の労働者を起
床する場合は作成、届出が必要

11,469

備考

※書面の名称を記入

選任の要否：否　　選任状況：選任なし

 
※タイムカード、ICカード、自己申
告、使用者の現認などの別を記
入

※幅がある場合は上限、下限を
記入

 

42,136

11,441

28,274

10人以上50人未満

50人～200人（１人選任）

安全管理者の選任を要する業種以外の業種

最低賃金との比較

自己申告及び使用者の現認

※有無を記入

41,146

990

29,858

122

1,431

1,212

※規模の要件あり

 

1,233

42,560

 
・7時間45分／日
・週３０時間

適

※労働基準監督署長への届出
が必要な協定の有無

・時給1,040円～1,270円 ※平均月額を記入

安全管理者



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

９ 指定管理者による自己点検

　

【R４年度】
・岡山県真庭市の各学校、幼保園へ大山だよりを送付し広報を行った他、活動記録集計表から活動別・時期別・団体種別分
析を行い、県職員と連携してＰＲに活かした。
【継続】
・利用者アンケートを実施し、利用者の意見には誠実に対応することで、利用者の利便性が向上している。
・ＳＮＳを活用した広報や、事前登録制度を活用した天候や時機を捉えた事業展開、勧誘に努めたことで、コロナ禍におい
て一定の利用者数の確保に繋げた。

利用者アンケートの結果
　職員の対応　「満足・まあまあ満足」R4:100% R3:100% R2:100% R1:99.5% H30:100% H29:99.5% H28:99.5%
              「やや不満・不満」    R4:0% R3:0% R2:0% R1:0.5% H30:0% H29:0.5% H28:0.5%

夜間暑くて寝苦しいので、エアコンをもう少
し長時間使用できるようにしてほしい。

快適に過ごせるよう冷房の使用方法を見直し、一定のルールを前提として、外気温・室温を見な
がら対応する。

利用者からの苦情・要望

【利用者増に向けた取組】
・新型コロナの影響により学校利用が減少する中、県職員と連携して、学校以外の団体やリピーターへのＰＲ、主催事業参加者に家族単位
での利用勧誘を行うなど積極的な広報活動を行ったことにより、放課後デイサービスや家族等のグループ利用が増加し、コロナ前を上回る
過去最高の団体数となった。

【新型コロナウイルス対策】
・新型コロナウイルス対策に積極的に取組み、認証事業所として安心・安全に利用できる施設環境整備に努めた。

【利用者サービス】
・弾力的に予算を配分し、畳や枕カバー等の更新や小型テント等活動備品を購入するなど、利用者の利便性及び快適性の向上を図った。
・利用者等の意見に誠実に対応している。

利用者意見
の把握方法

　利用者からの積極的な評価

【現在、苦慮している事項】
・施設の老朽化に伴い、修繕費が多額になっている。
・松が次々と枯れ、強風、大雪による倒木、枝の落下の危険がある。安全確保が確実な箇所は伐木を進めているが、県道沿い等危険個所は
外部委託する必要がある。

【今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項】
・松枯れ対策として、薬剤の樹幹注入を検討している。
・障がい者や高齢者の施設利用をさらに安全かつ快適にするため、雨天時の体育館への車椅子移動のための工夫を検討している。
・夜間の歩行安全や不審者対策のため、建物周囲に人感センサーライトの設置を進めている。
・Ｒ５年度に購入したアクションカメラを利用した情報発信を行う。

活動備品の更
新

【R４年度】
・宿泊棟１階寝台の畳の取替え、宿泊室カーテン及び枕カバーを更新し、利用者の快適性の向上を図った。
・デイキャンプ用の小型テントやボッチャ等の活動備品を購入し、利用者の利便性の向上を図った。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

対　応　状　況

利用者サービ
ス

【R４年度】
・施設の安全対策として、枯松の伐木、駐車場のライン引き、人感センサーライトの設置、宿泊棟廊下の足元ライトの設置
等を行い、利用者の安全性及び利便性が向上した。
・野外炊事棟、トイレ外壁、水場屋根塗替え等の小規模修繕は業者に委託せず自前で行い、経費節減に努めた。
【継続】
・R３年度に鳥取県の新型コロナ認証事業所の認証を取得し、引き続き施設内消毒の徹底・換気等を行うなど、県職員と連
携して安心・安全に施設を利用していただけるよう環境整備に努めた。

・利用者アンケートによる。（従来から行っているもの。R４年度に給食に関する項目を追加した。指定管理に特化した質
問項目はない。）

区　分

Wifi環境を整備してほしい。

取　　組　　み　　内　　容

R5年度に整備予定

新型コロナウ
イルス感染症
対応・環境整
備



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

　○障がい者就労施設への発注等

〔利用者サービス〕

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　○開館時間、休館日、利用料金等

協定書に沿って適切な管理が行われている。

　○使用料の徴収、減免の実施

利用の受付・案内、付属設備、備品の貸し出しなど、協定書に沿って適正に管理されて
いる。

・県の新型コロナ認証事業所として新型コロナウイルス対策を実施し、安心・安全に利
用できる施設環境整備に努めた。
・設備の点検・保守等が適正に行われている。また、施設の美化、環境整備に積極的
に取り組んでいる。

　○利用料金等に係る適正な会計事務

　○附属設備・備品の貸出し

評　価項　　　　　　　目

協定書に沿って適正に管理が行われている。

　○利用者へのサービス提供・向上策
　○施設の利用促進
　○個人情報保護、情報公開

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

〔その他〕
　○指導部門との連携

4

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

4

　○利用の許可
　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

　○利用受付・案内

　○利用指導・操作

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。

・活動記録集計表を分析し各団体種別のPRに活かすなど、県職員と連携して積極的に
広報を行ったことにより、学校以外の団体数を着実に増やしている。
・利用者アンケートでは、３年連続「満足・やや満足」の割合が100％となり高い評価を
得ている。

業務に必要な講習等を積極的に受講している。

3

　○不適正事案や事故等の有無

〔県の施策への協力〕

〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

《評価指標》５：協定書の内容以上に高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

総　　　　括

　 ・その他の法令

　○利用者意見の把握・対応

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　○必要な規程類の整備

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

〔関係法令の遵守状況〕

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　○事故の防止措置、緊急時の対応

利用許可、使用料の徴収、減免など、協定書に沿って適正に管理されている。

　○施設設備の保守管理・修繕
　○施設の保安警備、清掃等

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

点　　　検　　　結　　　果

3

県職員と連携して積極的に広報を展開するなど利用者増に努めているほか、施設環境
整備や利用者サービス向上にも力を入れている。継続して利用者の高評価を維持する
とともに、協定書に沿って、積極的かつ堅実な施設運営に努め、制度の趣旨に沿った
成果を上げている。

協定書に沿って適切な管理が行われている。

4

・新型コロナの影響により学校利用が減少する中、県職員と連携して、学校以外の団
体等への積極的なＰＲやＳＮＳを活用した情報発信等により、放課後デイサービスや家
族等のグループ利用が増加し、コロナ前を上回る過去最高の団体数となるなど、コロナ
禍の体験ニーズに応えることができた。
・活動備品の購入・更新や施設内の小規模修繕を行い、利用者の利便性及び快適性
の向上を図った。
・利用者からの意見に対応できるものについては迅速に対応し、より良い環境になるよ
う努めている。

3

3.3

3

3 協定書に沿って適切な管理が行われている。

3

3

〔会計事務の状況〕


